
No.1 

国立大学法人京都工芸繊維大学短時間勤務非常勤職員就業規則の一部改正について 

新 旧 対 照 表 

は改正箇所を示す。 

現 行 条 文 改 正 後 

第１条から第３条まで （略） 

（雇用契約の期間等） 

第４条 （略） 

２ 雇用契約は、これを更新することがある。 

３ 前２項の規定による雇用契約の合計の期間は、通算して５年を超えな

いものとする。 

４（略） 

第５条から第５０条まで（略） 

第１条から第３条まで （略） 

（雇用契約の期間等） 

第４条 （略） 

２ 雇用契約は、これを更新することがある。 

３ 前２項の規定による雇用契約の合計の期間は、通算して５年を超えな

いものとする。ただし、本学が業務の特殊性等を勘案して特に必
要と認めるときは、この限りでない。 

４ （略） 

第５条から第５０条まで（略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

附 則 

この規則は、平成  年  月  日から施行する。 

別表第１（略） 

別表第２ 

別表第１（略） 

別表第２ 

職名 号 時間給額 

事務補佐員 

技術補佐員 

１ ８５０ 

２ ８８０ 

職名 号 時間給額 

事務補佐員 

技術補佐員 

１ ８６０ 

２ ８８０ 
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３ ９１０ 

４ ９５０ 

５ １，０００ 

６ １，０５０ 

７ １，１００ 

８ １，１５０ 

９ １，２００ 

１０ １，２５０ 

研究補助員（プロジェクト等名） １ １，０００ 

２ １，２００ 

３ １，４００ 

４ １，６００ 

※専門職 １ ２，２５０ 

２ ２，５００ 

３ ２，７５０ 

４ ３，０００ 

５ ３，２５０ 

非常勤医師   ６，０００ 

カウンセラー   ２，５００ 

研究員（プロジェクト等名） １ １，３００ 

２ １，５００ 

３ １，７００ 

４ １，９００ 

５ ２，１００ 

６ ２，３００ 

３ ９１０ 

４ ９５０ 

５ １，０００ 

６ １，０５０ 

７ １，１００ 

８ １，１５０ 

９ １，２００ 

１０ １，２５０ 

研究補助員（プロジェクト等名） １ １，０００ 

２ １，２００ 

３ １，４００ 

４ １，６００ 

※専門職 １ ２，２５０ 

２ ２，５００ 

３ ２，７５０ 

４ ３，０００ 

５ ３，２５０ 

非常勤医師   ６，０００ 

カウンセラー   ２，５００ 

研究員（プロジェクト等名） １ １，３００ 

２ １，５００ 

３ １，７００ 

４ １，９００ 

５ ２，１００ 

６ ２，３００ 
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７ ２，５００ 

８ ２，７００ 

９ ２，９００ 

１０ ３，１００ 

１１ ３，３００ 

１２ ３，５００ 

１３ ３，７００ 

１４ ３，９００ 

リサーチ・アシスタント 博士後期課程 １，４００ 

ティーチング・アシスタント 博士前期課程 １，２００ 

博士後期課程 １，４００ 

スチューデント・アシスタント 学部 １，０００ 

ピア・チューター 学部 １，０００ 

博士前期課程 １，２００ 

博士後期課程 １，４００ 
 

７ ２，５００ 

８ ２，７００ 

９ ２，９００ 

１０ ３，１００ 

１１ ３，３００ 

１２ ３，５００ 

１３ ３，７００ 

１４ ３，９００ 

リサーチ・アシスタント 博士後期課程 １，４００ 

ティーチング・アシスタント 博士前期課程 １，２００ 

博士後期課程 １，４００ 

スチューデント・アシスタント 学部 １，０００ 

ピア・チューター 学部 １，０００ 

博士前期課程 １，２００ 

博士後期課程 １，４００ 
 

 


